
タクシー運賃の今後の審査のあり方（概要）

［現行］

上限運賃

下限割れ運賃

１０％の幅

自動認可

個別審査

［今後］

○地域の実情に即した自動認可運賃の幅の設定

・地域の標準的、能率的な経営を行う複数の事業者のうち、特に
「効率的な経営」を行った場合に収支が償う水準の運賃を自動認可
運賃の下限として設定

○下限割れ運賃の審査の厳格化

・「適正な原価」に「適正な利潤」を加えたものかどうかについて個別
の費目ごとに慎重に審査
・人件費については、運転者の労働条件の確保の観点から、申請
値が標準人件費（地域の標準的、能率的な経営を行っている事業
者の平均給与月額の平均）を下回っている場合は、標準人件費に
より査定

○その他運用の強化

・長距離走行を抑止するため最高乗務距離制限の指定地域を拡大
・事業の状況を有効に検証するため運行記録計の義務づけに係る
指定地域を拡大
・下限割れ運賃を採用する事業者等に対する事後チェックの強化
（報告徴収、重点監査等） 等

下限運賃


